
（平成２３年１０月１９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 2508 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

る必要がある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 10月から 50年３月まで 

           ② 昭和 51年１月から同年３月まで 

「ねんきん定期便」を平成 21 年８月に受け取り内容を確認したが、国民

年金保険料の未納期間があったので年金事務所に調査をお願いした。 

しかし、昭和 46 年 10 月から 50 年３月までの期間及び 51 年１月から同

年３月までの期間が未納となっているとのことであったが、私としてはこ

の期間も国民年金保険料を納付したと記憶しているし、私が所持している

年金手帳には、初めて被保険者となった日が記載されているので記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、その前後の期間の国民年金保険料は納付済みと

なっているとともに、申立期間を除く昭和 50 年４月以降については、国民

年金保険料は全期間納付されており、保険料の納付意識は高かったことが

うかがえる。 

また、申立期間②は、申立人に係る国民年金手帳記号番号が払い出され

た昭和 50 年 12 月直後の３か月と短期間であり、申立人は申立期間の保険

料を納付していたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間②の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

２ 申立期間①については、申立人は、年金手帳に初めて被保険者となった日

が記載されており、46 年＊月に申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、



  

国民年金保険料を毎月納付していたと主張している。 

 しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金

手帳記号番号は昭和 50 年 12 月に払い出されていることが確認できること

から、申立人は同年同月に国民年金の加入手続を行い、46 年 10 月＊日に

遡って資格を取得したと考えられ、申立内容とは符号しない上、当該払出

時点においては、申立期間①のうち、同年 10 月から 48 年９月までの期間

は、時効により納付ができない期間であるとともに、申立期間①のうち、

同年 10 月から 50 年３月までの期間は、現年度納付ができない期間である。

また、遡って保険料を納付したことや一括して納付したとの主張も無く、

それ以前に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人の両親の国民年金手帳記号番号は、申立人と同じ昭和 50

年 12 月に申立人と同時に３人連番で払い出されていることが確認できる上、

申立期間における申立人の両親の記録は、申立人と同様に未納となってい

ることから、申立人は両親とともに、同じ日に国民年金に加入して、国民

年金保険料の現年度納付を開始したと考えるのが自然である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 4232  

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①のうち、申立人のＡ社Ｂ出張所における厚生年金保険被保険者資

格取得日は昭和 23 年 12 月１日、資格喪失日は 24 年４月１日であると認めら

れることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、8,100 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 21年８月から 24年５月まで 

② 昭和 25年８月から 26年３月 11日まで 

③ 昭和 26年８月 19日から 28年 10月まで 

Ａ社を退職した後、全ての申立期間について、厚生年金保険の被保険者

記録が無いことが分かり、社会保険事務所（当時）に照会したが被保険者

記録は確認できなかった。 

全ての申立期間について、Ａ社に勤務し、Ｃ業務に従事していたのは間

違いないので、全ての申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人が所持するＡ社で写したとする写真及びそ

の裏書きから判断すると、期間の特定はできないものの、申立人は、Ａ社

でＣ業務に従事していたことが認められる。 

また、Ａ社Ｂ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

申立人と名前が１字違いで生年月日が同一の基礎年金番号に統合されてい

ない厚生年金保険の被保険者記録（資格取得日は昭和 23 年 12 月１日、喪

失日は 24 年４月１日）が確認できるところ、当該記録は、申立人に係る厚



  

生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び厚生年金保険被保険者臺帳索引票

の記録と符合していることなどから、当該被保険者記録は申立人の記録に

相違ないと判断されるとともに、申立人は、Ａ社Ｂ出張所に係る被保険者

名簿で管理されていた事情がうかがえる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

事業主は、申立人が昭和 23 年 12 月１日に被保険者資格を取得し、24 年４

月１日に同被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認

められる。 

当該期間の標準報酬月額については、今回統合する申立人のＡ社Ｂ出張所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳

（旧台帳）の記録から、8,100円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間①のうち昭和 23 年 12 月１日から 24 年４月１日までの期間を除

く期間並びに申立期間②及び③については、Ａ社は、「Ｃ担当については、

正社員になってから人事記録台帳を作成し、厚生年金保険については長期

の加入者として取り扱っていた。正社員となる以前のＣ担当としての勤務

期間における厚生年金保険の加入については、当社各現場事務所の責任者

に任せている。」と回答しているところ、同社が保管する人事記録台帳に

は、申立人の同社の入社時期は 32 年３月 20 日と記録されていることから

判断すると、当該期間において、申立人は申立事業所のＣ担当であったこ

とがうかがえる。 

  また、Ａ社Ｂ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、厚

生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚は、申立人と同様に昭

和 24 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した後、当該事業所以

外の事業所における厚生年金保険の被保険者記録は確認できるものの、Ａ

社に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、Ａ社本社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と同じく 28 年 11 月１

日に同社本社において厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確

認できる複数の同僚は、Ｃ担当であったことがうかがえる期間において、

同社に係る厚生年金保険の被保険者記録が継続していないことが確認でき

る。 

  さらに、Ａ社は、「当社本社では、Ｃ担当の人事記録、厚生年金保険関係

書類等の関連資料を保管していない。」と回答している上、当時の事業主

は死亡していることから、申立人の当該期間における勤務実態、厚生年金

保険の加入状況、厚生年金保険料の控除等について確認できる関連資料及

び供述を得ることができない。 

    加えて、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 



  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①のうち昭和 23 年 12 月１

日から 24 年４月１日までの期間を除く期間並びに申立期間②及び③に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 4233  

 

第１ 委員会の結論 

     申立人の両申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、両申立期間のうち、申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間の標準賞与額に係る

記録を 10万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成 19年７月 31日  

           ② 平成 19年 12月 28日 

両申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社）から支給された賞与から当

該賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金

額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

両申立期間について、年金額の計算の基礎となる標準賞与額の記録とし

て認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ｂ社が保管する平成 19 年分給与所得・退職所得

に対する所得税源泉徴収簿により、申立人は、申立期間①において、標準

賞与額（10 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する

権利が時効により消滅した後の平成 22 年８月 31 日に、申立人の申立期間

①に係る標準賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるとこ



  

ろ、Ｂ社は、申立期間①に支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこ

と、及び当該期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めてい

ることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該標準賞与額に

基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立期間②については、Ｂ社が保管する平成 19 年分給与所得・退職所得

に対する源泉徴収簿により、申立人は、３万円の賞与支給を受けているも

のの、当該賞与から厚生年金保険料を控除されていないことが確認できる

ことから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行

わない。      



  

福岡厚生年金 事案 4234  

 

第１ 委員会の結論 

     申立人の全ての申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、全ての申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、

平成 19 年７月 31 日は 25 万円、同年 12 月 28 日は 13 万 3,000 円、20 年７月

31日は 20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年７月 31日  

           ② 平成 19年 12月 28日 

           ③ 平成 20年７月 31日 

全ての申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社）から支給された賞与か

ら当該賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、

年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

 全ての申立期間について、年金額の計算の基礎となる標準賞与額の記録

として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する平成 19 年分給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿、

平成 20 年７月分給与支払明細書及び賞与明細により、申立人は、全ての申立

期間の賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

また、当該源泉徴収簿、給与支払明細書及び賞与明細により、申立人は、

平成 19 年７月 31日は 25 万円、同年 12月 28日は 25 万円、20年７月 31 日は



  

20 万円の賞与支給を受けていることが確認できるところ、それぞれの賞与か

ら控除されている厚生年金保険料は 1 万 8,302 円、１万円、1 万 4,996 円であ

り、これらの控除額は標準賞与額 25万円、13万 3,000円、20万円にそれぞれ

見合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額又は申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、前述の源泉徴収簿、給与支払明細書

及び賞与明細において確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、

平成 19 年７月 31 日は 25 万円、同年 12 月 28 日は 13 万 3,000 円、20 年７月

31日は 20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 22年８月 31日に、申立人の全ての申立期間に係

る標準賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ｂ社は、

全ての申立期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及

び当該期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 4235  

 

第１ 委員会の結論 

     申立人の全ての申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、全ての申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、

平成 19 年７月 31 日は 20 万円、同年 12 月 28 日は 13 万 3,000 円、20 年７月

31日は 20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年７月 31日  

           ② 平成 19年 12月 28日 

           ③ 平成 20年７月 31日 

全ての申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社）から支給された賞与か

ら当該賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、

年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

全ての申立期間について、年金額の計算の基礎となる標準賞与額の記録

として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する平成 19 年分給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿、

平成 20 年７月分給与支払明細書及び賞与明細により、申立人は、全ての申立

期間の賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

また、当該源泉徴収簿、給与支払明細書及び賞与明細により、申立人は、

平成 19 年７月 31日は 20 万円、同年 12月 28日は 25 万円、20年７月 31 日は



  

20 万円の賞与支給を受けていることが確認できるところ、それぞれの賞与か

ら控除されている厚生年金保険料は 1 万 4,642 円、１万円、1 万 4,996 円であ

り、これらの控除額は標準賞与額 20万円、13万 3,000円、20万円にそれぞれ

見合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額又は申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、前述の源泉徴収簿、給与支払明細書

及び賞与明細において確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、

平成 19 年７月 31 日は 20 万円、同年 12 月 28 日は 13 万 3,000 円、20 年７月

31日は 20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 22年８月 31日に、申立人の全ての申立期間に係

る標準賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ｂ社は、

全ての申立期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及

び当該期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 4236  

 

第１ 委員会の結論 

     申立人の両申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、両申立期間のうち、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間の標準賞与額に係る

記録を 10万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年 12月 28日  

           ② 平成 20年７月 31日 

両申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社）から支給された賞与から当

該賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金

額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

両申立期間について、年金額の計算の基礎となる標準賞与額の記録とし

て認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、Ｂ社が保管する平成 20 年７月分給与支払明細書

及び賞与明細により、申立人は、申立期間②において、標準賞与額（10 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する

権利が時効により消滅した後の平成 22 年８月 31 日に、申立人の申立期間

②に係る標準賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるとこ



  

ろ、Ｂ社は、申立期間②に支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこ

と、及び当該期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めてい

ることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当該標準賞与額に

基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立期間①については、Ｂ社が保管する平成 19 年分給与所得・退職所得

に対する源泉徴収簿により、申立人は、10 万円の賞与支給を受けているも

のの、当該賞与から厚生年金保険料を控除されていないことが確認できる

ことから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行

わない。 



  

福岡厚生年金 事案 4237  

 

第１ 委員会の結論 

     申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を５万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20年７月 31日            

申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社）から支給された賞与から当該

賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

申立期間について、年金額の計算の基礎となる標準賞与額の記録として

認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する平成 20 年７月分給与明細書及び賞与明細により、申立人は、

申立期間において、標準賞与額（５万円）に基づく厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 22年８月 31日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ｂ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び当該期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 4238  

 

第１ 委員会の結論 

     申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を７万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20年７月 31日            

申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社）から支給された賞与から当該

賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

申立期間について、年金額の計算の基礎となる標準賞与額の記録として

認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する平成 20 年７月分給与明細書及び賞与明細書から、申立人は、

申立期間において、標準賞与額（７万円）に基づく厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 22年８月 31日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ｂ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び当該期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 2509 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年１月から平成６年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年１月から平成６年３月まで 

    私は、Ａ市に住んでいたときに、同市役所窓口で国民年金への加入を促さ

れて国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していた記憶がある。その後、

Ｂ市やＣ市に転居したが、厚生年金保険に再加入するまでは保険料を納付し

ていた。 

    また、自営業の常として、税金等の納付を優先していたが、国民健康保険

料や国民年金保険料の納付については、結果として年度末に納付していたと

思うので、申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の基礎年金番号は、平成 12年 10月に厚生年金保険被保険者資格を再

取得した際の厚生年金保険記号番号が付番されており、それ以前の申立期間に

おいて、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出されていた事跡は見当

たらない。 

   また、基礎年金番号制度が発足した平成９年１月以降に、申立人に係る国民

年金と厚生年金保険の記録が統合されたことをうかがわせる事情も見当たらな

いことから、申立期間を含め厚生年金保険被保険者資格を喪失した後の昭和

52 年１月から平成 12 年９月までは、国民年金の未加入期間となり、国民年金

保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

   さらに、戸籍の附票によると、申立人は、申立期間中はＣ市Ｄ区、Ａ市及び

Ｂ市に居住していたことが確認できるものの、年金記録の氏名検索、国民年金

手帳記号番号払出簿検索及び被保険者名簿検索の結果、いずれの居住地におい

ても申立人が国民年金の加入手続及び保険料納付を行っていた事跡は見当たら



  

ない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2510 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年４月から 54年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 54年２月まで 

    私は、申立期間当時は結婚しており、結婚してすぐに夫婦で国民年金に加

入し、夫婦二人分の国民年金保険料を私が納付していた。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、夫婦一緒に国民年金に加入したと主張しているが、申立人の国民

年金手帳記号番号については、申立期間よりも後の昭和 60 年４月に払い出さ

れており、これはＡ市の申立人の国民年金被保険者名簿において、受付年月日

欄に「60.４. 30」と記載されていることが確認でき、一方、申立人の元夫の

記号番号については、申立期間中の 51 年８月に払い出されていることから、

夫婦の記号番号の払出時期は、申立人の主張と大きく異なっている。 

また、元夫の記号番号の前後に払い出された記号番号について確認しても、

申立人を推定させる氏名は認められない上、申立人に対して、申立期間当時に

別の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人が初めて交付されたとする年金手帳に記載されている氏名

は、申立期間当時の姓ではなく、申立期間よりも後の再婚後の姓となっている

上、申立人の記号番号が払い出された昭和 60 年４月時点では、申立期間は時

効により保険料を納付することができない期間である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



  

福岡国民年金 事案 2511 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11年３月から 12年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできず、納付していたものと認めることもで

きない。 

   また、平成 14 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、学生

納付特例により納付猶予されていたものと認めることはできず、納付してい

たものと認めることもできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 11年３月から 12年３月まで 

② 平成 14年４月から同年７月まで 

    私は、申立期間①については、学生免除の申請を郵送で行うか、又は国民

年金保険料を納付した。また、平成 12 年からは学生納付特例の申請を郵送

で行っており、申立期間②については、学生納付特例の申請を行うか、又は

保険料を納付しているはずである。申立期間①の保険料が免除又は納付済み

とされておらず、申立期間②の保険料が学生納付特例による免除又は納付済

みとされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、国民年金保険料の免除申請は年度毎に行う必要が

あったため、当該期間の免除申請は２回行わなくてはならなかったが、申立人

は、学生に係る免除申請手続等に関して、申立人の両親の所得状況等に係る関

係書類等の提出等に係る具体的な手続の記憶が定かではなく、オンライン記録

には、学生納付特例制度が開始された平成 12 年４月以前に申立人が免除申請

を行った記録は見当たらない。 

   また、当該期間の保険料の納付に関しても、申立人は、保険料の納付方法、

納付時期、納付額、納付回数、納付場所等に関する記憶が定かではなく、当時

の納付状況が不明である。 

   申立期間②については、オンライン記録によると、当該期間直後の平成 14



  

年８月から 15年３月までの学生納付特例の申請を 14年９月に行っていること

は確認できるものの、申立期間②において学生納付特例を申請した事跡は確認

できない上、学生納付特例期間は申請した日が属する月の前月までしか遡るこ

とができないため、前述の申請時点では、申立期間②は学生納付特例期間とし

て承認されない期間である。 

   また、オンライン記録によると、過年度納付書が平成 16 年６月に作成され

ていることから、申立期間②に未納期間があったものと考えられる上、戸籍の

附票によると、申立人は 15 年６月にＡ県Ｂ市に転居しているが、国民年金の

オンライン記録では、申立人の住所は、実家のあるＣ県Ｄ町（現在は、Ｅ市）

とされていたことから、過年度納付書は実家に送付された可能性があるものの、

申立人は、両親が申立人の保険料を納付してくれることは無く、転居先のＢ市

において保険料を納付した記憶は定かではないと説明している。 

   さらに、申立人が申立期間①の保険料を免除されていたこと、及び申立期間

②について学生納付特例により保険料を納付猶予されていたこと、又は両申立

期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、日記等）が無く、

ほかに申立期間①及び②の保険料について、免除、納付猶予及び納付をうかが

わせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を免除されていたもの及び申立期

間②の保険料を学生納付特例により納付猶予されていたものと認めることはで

きず、申立期間①及び②の保険料を納付していたものと認めることもできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2512 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年６月から２年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年６月から２年３月まで 

    私は、学校卒業後に就職した会社を体調不良により２か月で退職し、健康

保険の任意継続の手続と一緒に国民年金の加入手続を行った。親に頼らず国

民年金保険料を納付するため、アルバイトや臨時職員として働いた。保険料

を納付したのは間違いないのに、申立期間が国民年金に未加入で保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、申立期間より後の平成３年６月に払い出

されており、それ以前に、申立人に対して別の記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が所持する年金手帳にも初め

て被保険者となった日として、申立期間よりも後の３年４月１日の記載がある

ことから、申立期間は未加入期間であり、制度上、国民年金保険料を納付する

ことができない期間である。 

   また、申立人は平成元年６月に会社を退職し健康保険の任意継続加入手続と

一緒に国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、オンライン記録による

と、申立人の健康保険の任意継続に係る資格取得日は、申立期間後に就職した

Ａ市役所を退職した翌日の３年４月１日であることが確認できる。 

さらに、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2513 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 11 月から 49 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 11月から 49年４月まで 

       私は、父の店を手伝うために、昭和 48年 11月に会社を退職した。その際、

父の勧めもあり、Ａ市Ｂ区役所において国民年金加入手続を行い､国民年金

保険料は金融機関で納付した。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48年 11月頃にＡ市Ｂ区役所で国民年金加入手続を行ったと

供述しているものの、申立人の国民年金手帳記号番号の記号は、53 年７月１

日に新設されたＣ社会保険事務所（当時）から払い出されたことを示すもので

ある上、申立人の記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により 54 年７月

に払い出されていることが確認できる。 

   また、当該払出時点において、申立期間に係る保険料は時効により納付でき

ず、当該払出以前に、申立人に対して別の記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人はオレンジ色の年金手帳を所持しており、この手帳以外に交

付を受けたことは無いと説明しているが、オレンジ色の年金手帳は、昭和 49

年 11月以降に発行されたものである。 

   加えて、申立人の記号番号が払い出された時点は、第３回特例納付の実施期

間中であったものの、申立人は、特例納付により保険料を納付したことは無い

と供述しており、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 4239 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、両申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 35年１月１日から 41年１月１日まで 

② 昭和 47年９月３日から 57年１月１日まで 

「厚生年金加入記録のお知らせ」を確認したところ、両申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者記録が無いことが分かった。 

申立期間①については、私の夫と一緒にＡ社に勤務していた期間であり、

申立期間②については、Ｂ店に勤務していた期間である。両申立期間に勤務

していたことは間違いないので、両申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ａ社は、「当社が保管している申立期間①当時の

雇用保険の被保険者記録には申立人の名前は見当たらない。」と回答して

いる上、申立人が同社に一緒に勤務していたとする申立人の夫、当時の事

業主及び申立人が名前を記憶している同僚は死亡していることから、申立

人の申立期間①における勤務実態、厚生年金保険の加入状況、厚生年金保

険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

    また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票では、申立人の厚生

年金保険の被保険者記録は確認できず、健康保険の整理番号に欠番が無い

ことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

    さらに、前述の被保険者原票において、申立人がＡ社において一緒に勤務

していたとする申立人の夫に係る被保険者記録は見当たらない。 

加えて、申立期間①のうち、昭和 39 年８月１日から 40 年 10 月 20 日ま

での期間に係る申立人の雇用保険の被保険者記録は確認できるものの、事

業所名が特定できない上、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事



  

業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料

は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

２ 申立期間②については、申立人が勤務していたとするＢ店を経営するＣ社

は、「申立期間②当時の関連資料を保存していない。」と回答している上、

申立人は当時の同僚の名前を記憶しておらず、当時のＢ店の責任者及び同

僚は所在不明であることから、申立人の申立期間②における勤務実態、厚

生年金保険の加入状況、厚生年金保険料の控除等について確認できる関連

資料及び供述を得ることができない。 

  また、適用事業所名簿によれば、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所に該当

することになったのは、昭和 62 年１月１日であり、申立期間②については

適用事業所ではなかったことが確認できる。 

  さらに、申立人の申立期間②における雇用保険の被保険者記録は確認でき

ない上、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


